
地区計画（再開発等促進区）の容積率制限の緩和について【参考】

一定の条件を満たす計画において、地区内の公共・公益施設の整備（公共貢献）を評価し、容積率制限の緩和

を行う。

■歩道状空地の整備などによる

交通環境改善

■多目的広場の整備などによる

ゆとりとにぎわいのある空間形成

■屋上緑化などによる環境対策

■地域の課題解消に資する

施設などの整備

★容積率制限の緩和

※上記の公共貢献の内容は一例


